
釧路湿原自然再生全体構想の見直しについて 

１．背 景 

・2005年３月に「釧路湿原自然再生全体構想」を策定

・自然再生への理解を更に進める観点から、全体構想の改定を 2015年３月に実

施。湿原の持つ生態系サービス（洪水リスク軽減、炭素貯留による温暖化防

止、エコツーリズムの提供、海への鉄分供給等）に着目した。

・生物多様性 COP15（2022年）において、「自然を回復軌道に乗せるために生

物多様性の損失を止め反転させる」というネイチャーポジティブ（自然再興）

が採択され、国内法として 2024年に生物多様性増進活動促進法が公布。釧路

湿原の自然再生は我が国におけるネイチャーポジティブの元祖であり、これ

までの成果を踏まえつつ、全体構想の見直しに着手する。

＜見直し項目＞ 

・社会環境の変化を反映（ネイチャーポジティブ、30 by 30、気候変動、カー

ボンニュートラル 等）

・改訂以降 10年間の取組の評価（達成状況や課題のとりまとめ）

・小委員会の再編

・個別事業の成果から、湿原全体の保全に対する評価への展開 等 

２．作業スケジュール 

【令和６年度】

３月７日 第 31回協議会 全体構想見直し着手の承認 

全体構想検討事務局会議（同日）  

見直し実施に係る作業内容の整理・確認 等 

【令和７年度～８年度】 

  各小委員会：各分野の達成状況や課題のとりまとめ・点検に着手 

前回改訂と同様、全体構想見直しＷＧを新たに設置する。 

ＷＧ：構成等検討・素案作成、協議会：素案等の協議  

※令和８年度の協議会で全体構想の改定を承認
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◼生物多様性COP15にて採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」で、2030年までに「自然を回

復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させる」という「ネイチャーポジティブ」が掲げられた。

◼ネイチャーポジティブの実現に向け、30by30目標（2030年までに陸と海の30％を保全）のための

OECMの推進（保護地域以外で生物多様性保全に資する地域）や気候変動対策との相互連携の推

進が求められている。

◼世界目標を踏まえ、2030年のネイチャーポジティブ実現を目指し、生物多様性国家戦略2023-2030が

2023年3月に閣議決定。

生
物
多
様
性
の
状
態

2020年
2030年ミッション
自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を
止め、反転させるための緊急の行動をとる

2030年

2050年

2050年ビジョン
自然と共生する世界

2023年~
自然共生サイトの取組促進を図る

（参考）「自然再興（ネイチャーポジティブ）」の実現に向けて
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